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フード連合(局)発 13第 119号(政策 25) 

2014年 5月 7日 

各単組委員長、担当者 様 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

事務局長 山本 健二 

政策局長 栗田 博  

 

 

 

 

 

1. 「取引慣行に関する実態調査」を消費者庁に報告しました！ 

2. 公正取引委員会が「ダイレックス」に課徴金 12億円超を命令！ 

3. ＪＲ東日本ステーションリテイリング（東京）「消費税転嫁対策特別措置法」 

に基づく初の勧告！  

4. 日豪ＥＰＡ大筋合意、ＴＰＰ交渉状況！ 
 

1. 「取引慣行に関する実態調査」を消費者庁に報告しました！ 
 

フード連合は、昨年実施した取引慣行に関する実態調査（2013年 8月～9月）の結果につ

いて、公正取引委員会と中小企業庁に実態報告を行ったことを政策情報 No.6 に掲載しまし

た。引き続き、4 月 25 日（金）に消費者庁に実態報告を行いました。フード連合からは山

本事務局長以下 3名、ＵＡゼンセンからは 3名の 6名が同行しました。 

公正取引委員会、中小企業庁への報告と同様に、消費者庁に「取引

慣行に関する実態調査」集約結果を山本事務局長から手交し、公正な

取引慣行に向けた適切な改善を求めました。集約内容については、栗

田政策局長から「取引慣行に関する実態調査集計結果」「優越的地位

の濫用等の具体的事例内容」等について報告を行いました。 

調査報告を受けて、柴田景品・表示調査官（消費者庁）は「大

手スーパー等は消費者から見れば自らが負担し、安売りを行って

いるように見えるが、裏では納入業者等に対する転嫁拒否が行わ

れている場合もある。フード連合からの報告は大変貴重な情報で

あり、公正取引委員会、中小企業庁と連携して対応していきたい。」

などのコメントを頂いた後、意見交換を行いました。 

フード連合はＵＡゼンセンと連携しながら、「公正な取引慣行の

実現」に向けた取り組み及び情報等の提供を継続して行なっていきますので、活動に対する

ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

フード連合／政策情報 №9 

調査結果の報告をする！ 

＜「取引慣行に関する実態調査」を報告した省庁、協会等＞ 

4/07 公正取引委員会、中小企業庁   4/14 日本スーパーマーケット協会 

4/16 日本チェーンドラック協会    4/17 新日本スーパーマーケット協会 

4/25 消費者庁、食品産業センター   4/28 日本チェーンストア協会 
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2.公正取引委員会が「ダイレックス」に課徴金 12億円超を命令！ 
 

 公正取引委員会は 4 月 14 日、新規開店や店舗改装の際に商品の納入業者らに従業員を派

遣させ、業務を手伝わせるなどをしたとして、独占禁止法違反（優越的地位の濫用）で、デ

ィスカウント店を展開する「ダイレックス」（佐賀市）に、約 12 億 7千万円の課徴金納付命

令と再発防止を求める排除措置命令を出す方針を固めました。 

 なお、「ダイレックス」は、フード連合の「取引慣行に関する実態調査」でも優越的地位

の濫用事例の報告があがっています。 

 

 

 

3.ＪＲ東日本ステーションリテイリング（東京）「消費税転嫁対策特別措置法」

に基づく初の勧告！  
 

 公正取引委員会は 4 月 23 日、納入業者に、増税分を仕入れ価格に反映させないまま、販

売促進セールへの参加を要請したとして、ＪＲ東日本ステーションリテイリング（東京）に

対して、消費税転嫁対策特別措置法（買いたたきの禁止）に基づく、勧告を行いました。こ

れは法制定後、初の勧告となります。 

 

 

 

4.日豪ＥＰＡ大筋合意、ＴＰＰ交渉状況について 
 ＜日豪EPA大筋合意について＞ 

  政府は4月7日に日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉が大筋合意したことを発表しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回、日豪EPA交渉が大筋合意に至りましたが、2007年4月から交渉が始まって7年間16回

＜日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉で大筋合意した主な内容＞ 

日豪EPAは、豪州との貿易・投資を含む経済関係の強化、更には二国間関係の緊密

化に寄与するために合意に至った。とりわけ農林水産品の市場アクセスについては、

次の主な内容となった。（詳細は別添の外務省、農林水産省発表参照願います。） 

○コメ：関税撤廃等の対象から除外 

○小麦：食糧品は将来の見直し、飼料用は食糧用への横流れ防止措置後、無課税化 

○牛肉：輸入量が一定量を超えた場合に関税率を引き上げるセーフガードを導入 

 冷凍→段階的に18年目に19.5%まで削減（現在38.5%） 

 冷蔵→段階的に15年目に23.5%まで削減（現在38.5%） 

○乳製品： 

バター、脱脂粉乳→ 将来の見直し 

プロセスチーズ、シュレッドチーズ、無糖ココア→ 関税割当を導入 

ブルーチーズ→ 10年間かけて関税を2割削減 

○砂糖：一般粗糖、精製糖は将来の見直し、高糖度粗糖の精製糖製造用は一般粗糖と 

    同様に無税とし、調整金水準は糖度に応じた水準に設定 

○その他：豪側の関心品目について、国内産業等へ悪影響を及ぼさない範囲で豪州と 

一定合意、豪州産ワインも7年目に関税をゼロ 
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に亘り交渉した結果、関税率の引き下げによって牛肉等畜産・酪農生産農家や国内の関係す

る食品製造者等に影響がでることが懸念されます。しかし、これまでの両国の交渉経過、更

にTPP交渉を見据えてのギリギリの合意内容であったと推察できます。今後は、合意内容の

効果・影響等を検証し、懸念される事項について明確に情報提供するとともに、必要な対策

支援等を確実に実施する必要があります。 

 

＜TPP交渉について＞ 

日米首脳会談が4月24日に東京で開催されました。翌日に発表された日米共同声明では、

ＴＰＰ交渉の早期妥結を目指すことを確認したとしていますが、環太平洋経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）の日米交渉については、首脳会談が終わった後も、閣僚が引き続き難航している課題

（牛肉、豚肉、乳製品、自動車等）について協議を行うという状況となりました。中でも牛

肉は、関税をゼロに近い水準にまで下げるよう求める米国に対し、日本は日豪ＥＰＡ交渉を

目安とした20％前後にとどめる考えを示し、結論は出ない状況にあります。また、豚肉も安

い肉ほど関税が高くなる「差額関税制度」の撤廃を求める米国との対立は続いています。 

日本は衆・参農水委員会で確認した農産物の重要5品目は守るとしていますが、妥協案を

詰めるために、牛肉と豚肉の輸入関税に輸入制限措置（セーフガード）の導入が焦点となる

と報じられており、今後の交渉に注視する必要があります。また、オバマ大統領にはＴＰＡ

（議会が持つ貿易政策権限を大統領に委任）が与えられていないため、交渉により日本の関

税が守られたとしても、議会で承認されないことも考えられます。 

フード連合は、連合をはじめ関係産別・団体および政策顧問等と連携して、今後のＴＰＰ

交渉において、引き続き、国民への適切な情報開示と国民的合意形成に向けた丁寧な議論を

行ない、交渉を急がずに、慎重に交渉することを求めるとともに、大幅な譲歩をしないよう

注視していきます。また、これまでの交渉経過等を踏まえ、農業や食品産業のみならず非関

税障壁（知的財産・環境・政府調達・金融サービス・投資・労働・医療など）の様々な分野

に影響を及ぼす可能性について整理するとともに適切な対策を求めて行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＴＰＰ交渉に関連する今後の日程＞ 

4月24日   日米首脳会談 

5月中旬   ＴＰＰ首席交渉官会合 

5月17～18日 アジア太平洋経済協力会議 （ＡＰＥＣ）貿易相会合 

5月下旬   ＴＰＰ閣僚会合？ 

11月4日   米中間選挙 

11月10～11日 ＡＰＥＣ首脳会議 
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